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 日 時 令和８年１月２３日（金） 

     開会１４時１５分  閉会１４時４６分 
 

 場 所 教育委員室 
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    令和７年度 
      第２０回大分県教育委員会 
 
 
 

【議 事】 
 

（１）報 告 

   ① 大分県地域スポーツ指導者の認定について 

 

（２）協 議 

   ① 令和８年度大分県教育委員会の組織改正について 
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【内 容】 
 
１ 出席者

   

 教育長 山 田 雅 文 
委 員（教育長職務代理者）          高 橋 幹 雄 

        委 員                                       鈴 木   恵 
        委 員                                       岩 武 茂 代 
      委 員                    岡 田 豊 弘 
      委 員                                       藤 田   敦 
 

事務局  理事兼教育次長                          大 和 孝 司 
        教育次長                                     山 田 誠 司 
        教育次長                                     木 村 典 之 
       教育改革・企画課長              鈴 木 耕 平 
      体育保健課長                 吉 野 賢一郎 

教育改革・企画課 総務企画監         和 田 博 幸 
教育改革・企画課 課長補佐（総括）           多 嶋 田  智 

      教育改革・企画課 主査                       穴見 ひとみ  
      教育改革・企画課 主事                       髙 田 隼 希 
 
 
 
 
 

２ 傍聴人                             １ 名    
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開会・点呼 

（山田教育長） 
   委員の出席確認をいたします。 

本日は、全委員が出席です。 
 
（山田教育長） 
   ただ今から令和７年度第２０回教育委員会会議を開催します。 

 
 

署名委員指名 

（山田教育長） 
   議事録の署名については、岡田委員にお願いします。 

 

 

会期の決定 

（山田教育長） 
本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。 
会議の終了は１０時１５分を予定していますので、よろしくお願いします。 
 
 

議       事 

 
（山田教育長） 
   始めに、会議は原則として公開することとなっていますが、協議第１号につい

ては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定

により、これを公開しないことについて、委員の皆さんにお諮りいたします。 
賛成の委員は挙手をお願いします。 

 
（採 決）全員挙手 

 
（山田教育長） 

協議第１号は非公開といたします。 
 

（山田教育長） 
本日の議事進行は、始めに公開による議事を行い、次に非公開による議事を行

います。 
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【報 告】 

① 大分県地域スポーツ指導者の認定について 

（２課〔教育改革・企画課、体育保健課〕入室） 
 
（山田教育長） 

まず、報告第１号「大分県地域スポーツ指導者の認定について」体育保健課長

から説明をしてください。 
 
（吉野体育保健課長） 

「大分県地域スポーツ指導者の認定について」説明します。 
 本事業は、子どもたちが地域でスポーツに親しめる環境を整えるとともに、「中

学校部活動の地域展開（移行）」を見据え、教職員に代わる質の高い指導者を確

保することを目的としています。本年度、新規事業として県内の大学生を対象に

「養成講習会」を実施しましたが、このたび全日程を終了し、本県初の教育委員

会が認定する指導者が誕生しましたので報告します。 
   資料の１ページをご覧ください。本事業では、令和９年度までの３年間で計 

２５０名の指導者を養成する計画です。最大の特徴は、競技実績のみならず「高

い倫理観と教育的知見」を備えた指導者を育てる点にあります。そのため、指導

者育成の先駆者である「大阪体育大学」と連携し、同大学のプログラムを全国に

先駆けて導入いたしました。認定者は、県の人材バンク「クラサポおおいた」へ

登録し、各市町村とのマッチングを経て、主に中学生を対象とした地域クラブで

の指導にあたります。 
   資料の２ページをご覧ください。本年度は、定員５０名に対し、大分大学・日

本文理大学・別府大学の３大学から計５９名の応募がありました。教職志望者や

現役アスリートなど、志の高い若者が集まり、厳正な受講確認を経て、このたび

５１名を「大分県地域スポーツ指導者」として認定しました。 
   資料の３ページをご覧ください。カリキュラムは計２０時間（最大４６時間）

で構成され、希望者は日本スポーツ協会（ＪＳＰＯ）の公認資格も取得可能です。

単なる技術指導にとどまらず、「ハラスメント根絶」や「科学的データに基づく

生徒理解」を徹底して学びました。 
   資料の４ページには、講習の様子を掲載しています。大学の垣根を越えたディ

スカッションや、指導現場を想定したロールプレイを行い、実践力を磨きました。

最上段にあるとおり、大阪体育大学の中尾教授からも、本県の取り組みは全国的

に見ても極めて先進的であるとの高い評価をいただいています。 
   「若さ」と「最新の指導理論」を兼ね備えた彼らの存在は、部活動地域展開（移

行）の課題を解決する「切り札」になると確信しています。 
   また、学生が早い段階で子どもたちと接し、教える喜びや難しさを経験するこ

とは、将来的な本県の「教職の魅力発進」や「早期離職の防止」にもつながる副

次的な効果も期待できると考えています。 
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   今後は、彼らが地域スポーツを支える中核人材として活躍できるよう、本事業

のさらなる充実に努めます。 
以上です。 

 
（山田教育長） 

ご質問・ご意見はありませんか。 
 
（高橋委員） 
   ＪＳＰＯの公認スポーツ指導者と同等の内容となっているのですか。 
 
（吉野体育保健課長） 
   同等の内容です。さらに２６時間取得でＪＳＰＯ公認のスポーツ指導者の資格

も取得可能です。 
 
（鈴木委員） 

 生徒が少ない少子化した地域が多いが、良い制度だと思います。チーム編成が

難しい地域もあるので、広域でチームを作れるようになると良いと思います。 
 

（岡田委員） 
 感心しました。指導者が活躍する姿を広報してほしいです。 

 
（藤田委員） 

 大分大学でも読み替えができるのですか。 
 
（吉野体育保健課長） 
    大阪体育大学のカリキュラムがＪＳＰＯに認められているので、どの大学の

カリキュラムでもよいということではありません。 
 
（山田教育長） 
   オンデマンドのカリキュラムを認定する方法は厳しい内容になっていますか。 
 
（吉野体育保健課長） 
   オンデマンドのカリキュラムは、オンデマンド教材を学習した後、レポートを

提出します。レポートは、大学の先生が評価をします。 
今回の講習では、レポートの内容が不合格で認定されなかった受講者はいませ

ん。次年度以降は、受講者の人数が増える予定ですが、受講内容のハードルは下

げず、指導者の質を担保したいと考えています。 
 
（山田教育長） 

 より厳しい内容となることが望ましいと思います。 
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（高橋委員） 
 大阪体育大学の良いところはどこですか。 

 
（吉野体育保健課長） 

 倫理観と教育的知見を学ぶカリキュラムが準備されているところです。 
 
（山田教育長） 

 せっかくやるなら、厳しくやってほしいと思います。 
 
（岩武委員） 

 指導する場合は、メインの指導者ですか、それともサブの指導者ですか。 
 
（吉野体育保健課長） 

 メインの指導者です。 
 
（岩武委員） 

 講習を受けても良い指導者にならない場合もあると思います。継続して指導者

を観ていくことが大事だと思います。 
 
（高橋委員） 

 指導者資格は永久ですか。 
 
（吉野体育保健課長） 
   永久資格です。 
 
（山田教育長） 

先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、公開でその他、何か

ありますか。 
 
（山田教育長） 

では、非公開の議事を行いますので、傍聴人は退出してください。 

 

【協 議】 

① 令和８年度大分県教育委員会の組織改正について 

（１課〔教育改革・企画課〕入室） 
 
（山田教育長） 

協議第１号「令和８年度大分県教育委員会の組織改正について」教育改革・企
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画課長から説明してください。 
 

（説 明） 
 
（山田教育長） 

ご質問・ご意見はありませんか。 
 

（質問・意見） 
 
（山田教育長） 
   他にありませんか。 
   それでは、今回の協議の結果を踏まえ、準備を進めていきます。 

 
（山田教育長） 

最後にその他、何かありますか。 
 
（山田教育長） 

それでは、これで令和７年度第２０回教育委員会会議を閉会します。 
ありがとうございました。 


